
 

令和元年 5月 

 

藤枝市発注の建設工事受注者の皆様へ 

 

藤枝市総務部契約検査課 

 

 

建設工事における再生資源利用計画等の取り扱いについて 

 

 再生資源利用及び再生資源利用促進に関しては、平成 30年 3月末の建設リサイク

ルデータ統合システム（CREDAS）の廃止により平成 30 年度は暫定利用で対応してい

ましたが、本年度からは建設副産物情報交換システム（COBRIS）による対応をお願い

します。 

 

 

 

施工計画書 ・・・ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を添付 

（再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法） 

完 成 届  ・・・ 再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出 

（紙ベースとなります）。 

※ 完成届時の CD提出は不要となります。 

 

問合せ 

契約検査課 酒井、吉田 

℡ 643-3249 （内線 2702・2703） 


